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はじめに

平成 11 年に制定された「男女共同参画社会基本法」では、男女
共同参画の実現を、21 世紀の我が国における最重要課題として位
置付けており、平成 27 年にはその基本理念にのっとり、働く場面
で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を
十分に発揮できる社会を実現するために、「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律（女性活躍推進法）」が制定されました。

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識や DV 被害など、依然として様々な課
題が残されております。

本市においては、平成 12 年に第一次計画となる「武蔵村山市男女共同参画計画―男女
YOU・I プラン―」を策定し、平成 22 年には第二次計画、平成 27 年には第三次計画を
策定し、この間、男女共同参画センターの開設をはじめ、様々な施策を展開してまいりま
した。

第四次となる本計画では、誰もが性別や年齢、国籍にかかわりなく尊重され、その個性
と能力を十分に発揮し、活躍できる「まち」を目指し、「誰もが自分らしく イキイキと暮
らせるまち むさしむらやま」を基本理念として掲げ、新たに「女性活躍推進法」に基づ
く推進計画も盛り込みました。

今後は、本計画に基づき、男女共同参画社会の形成を推進していくため、さらに取組を
進めてまいります。

結びに、本計画の策定に当たり、貴重な御意見をいただきました、武蔵村山市男女共同
参画推進市民委員会の皆様をはじめ、御協力をいただきました市民の皆様並びに関係者の
皆様に心より感謝申し上げます。

令和２年３月

武蔵村山市長　
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